
多⼦世帯への授業料等無償化
令和７（2025）年度から実施された『多⼦世帯の授業料等無償化』は、⾼
等教育の修学⽀援新制度の枠組みの中で実施されます。
同制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。

• 神⼾⼤学ホームページ：⾼等教育の修学⽀援新制度について

• ⽂部科学省ホームページ：⾼等教育の修学⽀援新制度

• ⽇本学⽣⽀援機構ホームページ：給付奨学⾦（返済不要）

https://www.kobe-u.ac.jp/ja/campus-life/financial-aid/tuition/new-study-support/
http://www.mext.go.jp/kyufu/
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/r7tashikakudai/index.html


概要
⽇本学⽣⽀援機構（以下、「JASSO」という。）から多⼦世帯の認定を受けた学部⽣は、
所得の制限なく⼊学⾦や授業料が減免されます。
（注意）
※ 多⼦世帯に該当する場合であっても、⾃動的に⽀援が受けられるわけではありません。JASSOの給付奨学⾦

に申請し、採⽤される必要があります。
※ 多⼦世帯に該当する場合であっても、⾼等教育の修学⽀援新制度の申請資格及び各基準（学⼒、資産（3億円

未満）、在留資格など）を満たさない場合は、⽀援対象にはなりません。
※ 採⽤後も毎年家計状況や学業成績の判定が⾏われ、基準を満たさない場合は、⽀援が継続されない場合があ

ります。
※ ⼊学⾦の減免は、⼊学直後の申請時期に⽀援対象と認定された場合に限り対象となります。例えば、4⽉⼊学

者の場合、⼊学した年の4⽉分から授業料減免を受ける者に限り⼊学⾦減免の対象となります。



多⼦世帯とは
税法上、⽣計維持者の扶養している⼦ども（住⺠税の扶養親族等である⼦ども）が３⼈以
上いる世帯が対象です。
（詳細は、JASSOホームページ「1.「多⼦世帯に属している」の条件」を参照してくださ
い。）
JASSOが、申請者及び⽣計維持者のマイナンバー情報に基づいて、多⼦世帯の要件に該当
するを審査し、対象者を認定します。
※ ⽂部科学省の「令和７年度からの奨学⾦制度の改正（多⼦世帯の⼤学等の授業料等無償化」に係るFAQ」も

ご確認ください。
※ ⼤学では多⼦世帯の要件を満たすかの判定はできません。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/r7tashikakudai/index.html
https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf


［⽂部科学省ホームページ「令和７年度からの奨学⾦制度の改正（多⼦世帯の⼤学等の授業料等無償化）に係るFAQ」より抜粋］



［⽂部科学省ホームページ「令和７年度からの奨学⾦制度の改正（多⼦世帯の⼤学等の授業料等無償化）に係るFAQ」より抜粋］



【令和８年10⽉以降適⽤】
多⼦世帯の⼤学等無償化の要件とアルバイト収⼊の完成

これまではアルバイト等の年収が103万円以下の⼦供が、扶養している⼦供とされていましたが、
「103万円の壁」を⾒直す令和７年度税制改正を踏まえ、令和８年10⽉以降の多⼦世帯の判定におい
ては、⼤学⽣年代（19歳以上23歳未満）の⼦どもについては、年収160万円以下であれば、扶養して
いる⼦供となります。



［⽂部科学省ホームページ「令和７年度からの奨学⾦制度の改正（多⼦世帯の⼤学等の授業料等無償化）に係るFAQ」より抜粋］



申請⽅法
神⼾⼤学ホームページ：⽇本学⽣⽀援機構／奨学⾦の募集（申請）をご参照ください。

（注意）
多⼦世帯の該当者にも関わらず、給付奨学⾦申請の⼊⼒情報の誤りや住⺠税情報の誤りのためJASSOの審査
により多⼦世帯として認定されなかった場合は、⼊学⾦・授業料減免も不許可となります。
住⺠税の更⽣等により再判定を受ける場合でも、再判定結果が⼊学⾦・授業料減免の結果発表に間に合わな
いことがありますので、申請にあたっては⼗分にご注意ください。

（参考）
JASSOホームページ
よくあるご質問：多⼦世帯なのに、給付奨学⾦が家計基準で不採⽤になりました。どうしてですか。

https://www.kobe-u.ac.jp/ja/campus-life/financial-aid/scholarships/jasso/
https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/moshikomi/zaigaku/kekka/1214198_2688.html

